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総
合
的
な
国
土
の
形
成
を
図
る
た
め
の
国
土
総
合
開
発
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
案

参
照
条
文

○

首
都
圏
整
備
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）

（
抄
）

（
首
都
圏
整
備
計
画
の
内
容
）

第
二
十
一
条

首
都
圏
整
備
計
画
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

首
都
圏
内
の
人
口
規
模
、
土
地
利
用
の
基
本
的
方
向
そ
の
他
首
都
圏
の
整
備
に
関
し
て
基
本
と
な
る
べ
き
事
項

二

既
成
市
街
地
、
近
郊
整
備
地
帯
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
に
関
す
る
事
項
で
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
根
幹
と
な
る
べ

（

。
）

き
も
の

首
都
圏
の
建
設
と
そ
の
秩
序
あ
る
発
展
を
図
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
首
都
圏
の
地
域
外
に
わ
た
る
も
の
を
含
む

イ

宅
地
の
整
備
に
関
す
る
事
項

ロ

道
路
の
整
備
に
関
す
る
事
項

ハ

鉄
道
、
軌
道
、
飛
行
場
、
港
湾
等
の
交
通
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項

ニ

電
気
通
信
等
の
通
信
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項

ホ

公
園
、
緑
地
等
の
空
地
の
整
備
に
関
す
る
事
項

ヘ

水
道
、
下
水
道
、
汚
物
処
理
施
設
等
の
供
給
施
設
及
び
処
理
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項

ト

河
川
、
水
路
及
び
海
岸
の
整
備
に
関
す
る
事
項

チ

住
宅
等
の
建
築
物
の
整
備
に
関
す
る
事
項

リ

学
校
等
の
教
育
文
化
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項

ヌ

そ
の
他
首
都
圏
の
整
備
に
関
す
る
事
項
で
政
令
で
定
め
る
も
の

三

既
成
市
街
地
、
近
郊
整
備
地
帯
又
は
都
市
開
発
区
域
の
整
備
に
関
連
し
て
交
通
通
信
体
系
又
は
水
の
供
給
体
系
を
広
域
的
に
整
備
す
る
必
要

が
あ
る
場
合
に
お
け
る
前
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
又
は
同
号
ヘ
及
び
ト
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
根
幹
と
な
る
べ
き
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も
の
（
首
都
圏
の
建
設
と
そ
の
秩
序
あ
る
発
展
を
図
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
首
都
圏
の
地
域
外
に
わ
た
る
も
の
を
含
む

）
。

２
・
３

（
略
）

○

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）

（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
国
立
大
学
法
人
」
と
は
、
国
立
大
学
を
設
置
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

設
立
さ
れ
る
法
人
を
い
う
。

２
～
８

（
略
）

○

近
畿
圏
整
備
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）

（
抄
）

（
近
畿
圏
整
備
計
画
の
内
容
）

第
八
条

近
畿
圏
整
備
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

近
畿
圏
内
の
人
口
規
模
、
土
地
利
用
の
基
本
的
方
向
そ
の
他
近
畿
圏
の
整
備
に
関
し
て
基
本
と
な
る
べ
き
事
項

二

近
郊
整
備
区
域
、
都
市
開
発
区
域
及
び
保
全
区
域
の
指
定
に
関
す
る
事
項

三

産
業
基
盤
施
設
、
国
土
保
全
施
設
、
住
宅
及
び
生
活
環
境
施
設
、
教
育
施
設
、
観
光
施
設
そ
の
他
の
施
設
で
、
広
域
性
を
有
し
、
か
つ
、
根

幹
と
な
る
べ
き
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
整
備
に
関
す
る
事
項

２
・
３

（
略
）

○

中
部
圏
開
発
整
備
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
二
号
）

（
抄
）
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（
中
部
圏
開
発
整
備
計
画
の
内
容
）

第
九
条

中
部
圏
開
発
整
備
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

中
部
圏
内
の
人
口
規
模
、
土
地
利
用
の
基
本
的
方
向
そ
の
他
中
部
圏
の
開
発
及
び
整
備
に
関
し
て
基
本
と
な
る
べ
き
事
項

二

都
市
整
備
区
域
、
都
市
開
発
区
域
及
び
保
全
区
域
の
指
定
に
関
す
る
事
項

三

次
に
掲
げ
る
事
項
で
根
幹
と
な
る
べ
き
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

イ
～
チ

（
略
）

リ

そ
の
他
中
部
圏
の
開
発
及
び
整
備
に
関
す
る
事
項

２

（
略
）

○

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

（
抄
）

（
特
別
土
地
保
有
税
の
非
課
税
）

第
五
百
八
十
六
条

（
略
）

２

市
町
村
は
、
次
に
掲
げ
る
土
地
又
は
そ
の
取
得
に
対
し
て
は
、
特
別
土
地
保
有
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
～
二
十
一

（
略
）

二
十
二

首
都
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
二
条
第
五
項
又
は
近

畿
圏
の
近
郊
整
備
区
域
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
及
び
開
発
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規

定
す
る
工
業
団
地
造
成
事
業
の
施
行
者
が
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
土
地
で
政
令
で
定
め
る
も
の

二
十
二
ノ
二
～
三
十

（
略
）

３
・
４

（
略
）
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○

環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）

（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
第
一
種
事
業
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
事
業
で
あ
っ
て
、
規
模
（
形
状
が
変
更
さ
れ
る
部
分
の

土
地
の
面
積
、
新
設
さ
れ
る
工
作
物
の
大
き
さ
そ
の
他
の
数
値
で
表
さ
れ
る
事
業
の
規
模
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

）
が
大
き
く
、
環
境

。

影
響
の
程
度
が
著
し
い
も
の
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

一

次
に
掲
げ
る
事
業
の
種
類
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
一
の
事
業
で
あ
る
こ
と
。

イ
～
リ

（
略
）

ヌ

首
都
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す

る
工
業
団
地
造
成
事
業
及
び
近
畿
圏
の
近
郊
整
備
区
域
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
及
び
開
発
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百

四
十
五
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
工
業
団
地
造
成
事
業

ル
～
ワ

（
略
）

二

（
略
）

３
～
５

（
略
）

○

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）

（
抄
）

（
都
道
府
県
が
行
う
国
土
調
査
の
指
定
）

第
五
条

都
道
府
県
は
、
国
土
調
査
と
し
て
基
本
調
査
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
礎
計
画
及
び
作

、

、

。

業
規
程
の
準
則
に
基
づ
い
て

そ
の
実
施
に
関
す
る
計
画
及
び
作
業
規
程
を
作
成
し
て

こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

都
道
府
県
は
、
基
本
調
査
の
成
果
に
基
づ
い
て
、
国
土
調
査
と
し
て
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
調
査
（
地
籍
調
査
で
第
六
条
の
三
第
二
項
の
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規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
事
業
計
画
に
基
づ
く
も
の
を
除
く
。
以
下
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ

）
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

。

そ
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

都
道
府
県
は
、
第
三
条
第
二
項
の
作
業
規
程
の
準
則
に
基
づ
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
計
画
に
係
る
調
査
の
作
業
規
程
を
作

成
し
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
計
画
及
び
作
業
規
程
を
審
査
し
、
そ
の

結
果
に
基
づ
い
て
当
該
調
査
を
国
土
調
査
と
し
て
指
定
し
、
又
は
当
該
届
出
に
係
る
計
画
若
し
く
は
作
業
規
程
の
変
更
を
勧
告
し
、
若
し
く
は
必

要
な
助
言
を
し
た
場
合
に
お
い
て
当
該
都
道
府
県
が
こ
れ
に
同
意
し
た
と
き
は
そ
の
計
画
若
し
く
は
作
業
規
程
に
変
更
を
加
え
て
国
土
調
査
と
し

て
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
調
査
の
指
定
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
土
調
査
の
実
施
の
勧
告
）

第
八
条

都
道
府
県
が
土
地
改
良
事
業
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
事
業
を
行
う
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
事
業
が
道
若
し
く
は
二
以
上
の
都
府
県
の
区

域
に
わ
た
つ
て
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
事
業
を
所
管
す
る
大
臣
（
以
下
「
事
業
所
管
大
臣
」
と
い
う

）
は
、
当
該
事
業
を
行
う
者

。

に
対
し
、
国
土
調
査
を
併
せ
行
う
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
５

（
略
）

（
国
土
審
議
会
の
調
査
審
議
等
）

第
十
二
条

国
土
審
議
会
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、
国
土
調
査
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
。

２

国
土
審
議
会
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
国
土
調
査
に
関
し
、
国
土
交
通
大
臣
に
勧
告
し
、
及
び
国
土
交
通
大
臣
を
通
じ
て
関
係
各
行
政
機
関
の

長
に
意
見
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
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○

首
都
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）

（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

こ
の
法
律
で
「
工
業
団
地
造
成
事
業
」
と
は
、
近
郊
整
備
地
帯
内
又
は
都
市
開
発
区
域
内
に
お
い
て
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号
）
及
び
こ
の
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
行
わ
れ
る
、
製
造
工
場
等
の
敷
地
の
造
成
及
び
そ
の
敷
地
と
併
せ
て
整
備
さ
れ
る
べ
き
道

路
、
排
水
施
設
、
鉄
道
、
倉
庫
そ
の
他
の
施
設
の
敷
地
の
造
成
又
は
そ
れ
ら
の
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
並
び
に
こ
れ
に
附
帯
す
る
事
業
（
造

成
さ
れ
た
敷
地
又
は
整
備
さ
れ
た
施
設
の
処
分
及
び
管
理
に
関
す
る
も
の
を
除
く

）
を
い
う
。

。

６

こ
の
法
律
で
「
造
成
敷
地
等
」
と
は
、
工
業
団
地
造
成
事
業
に
よ
り
造
成
さ
れ
た
敷
地
及
び
整
備
さ
れ
た
施
設
を
い
う
。

７

こ
の
法
律
で
「
造
成
工
場
敷
地
」
と
は
、
工
業
団
地
造
成
事
業
に
よ
り
造
成
さ
れ
た
製
造
工
場
等
の
敷
地
を
い
う
。

８

こ
の
法
律
で
「
公
共
施
設
」
と
は
、
道
路
、
下
水
道
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
を
い
う
。

○

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）

（
抄
）

（
他
の
法
令
に
基
づ
く
計
画
と
の
関
係
）

第
三
十
八
条

指
定
行
政
機
関
の
長
が
他
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
作
成
す
る
次
に
掲
げ
る
防
災
に
関
連
す
る
計
画
の
防
災
に
関
す
る
部
分
は
、

防
災
基
本
計
画
及
び
防
災
業
務
計
画
と
矛
盾
し
、
又
は
抵
触
す
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
十
二

（
略
）

十
三

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
政
令
で
定
め
る
計
画
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○

新
住
宅
市
街
地
開
発
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）

（
抄
）

（
処
分
計
画
の
基
準
）

第
二
十
三
条

処
分
計
画
に
お
い
て
は
、
造
成
宅
地
等
は
、
政
令
で
特
別
の
定
め
を
す
る
も
の
を
除
き
、
少
な
く
と
も
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件

を
備
え
た
者
を
公
募
し
、
そ
れ
ら
の
者
の
う
ち
か
ら
公
正
な
方
法
で
選
考
し
て
譲
受
人
を
決
定
す
る
よ
う
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
新
住
宅
市
街
地
開
発
事
業
の
施
行
に
伴
い
自
己
若
し
く
は
使
用
人
の
居
住
又
は
自
己
の
業
務
の
用
に
供
す
る
土
地
又
は
建
物

を
失
つ
た
者
そ
の
他
の
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
対
し
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
他
の
者
に
優
先
し
て
必
要
な
宅
地
を
譲
り
受

け
る
機
会
を
与
え
る
よ
う
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

○

国
土
利
用
計
画
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十
二
号
）

（
抄
）

（
国
土
交
通
大
臣
の
指
示
等
）

第
十
三
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
土
地
の
投
機
的
取
引
及
び
地
価
の
高
騰
が
国
民
生
活
に
及
ぼ
す
弊
害
を
除
去
し
、
か
つ
、
適
正
か
つ
合
理
的
な

土
地
利
用
の
確
保
を
図
る
た
め
、
国
の
立
場
か
ら
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
規
制
区
域

の
指
定
若
し
く
は
指
定
の
解
除
又
は
そ
の
区
域
の
減
少
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
正
当
な
理

由
が
な
い
限
り
、
そ
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
都
道
府
県
知
事
が
所
定
の
期
限
ま
で
に
正
当
な
理
由
が
な
く
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
示
さ
れ
た
措
置
を
講
じ
な
い
と
き

は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
国
土
審
議
会
の
確
認
を
受
け
て
、
自
ら
当
該
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

○

土
地
基
本
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
四
号
）

（
抄
）
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（
年
次
報
告
等
）

第
十
条

（
略
）

２

（
略
）

３

政
府
は
、
前
項
の
講
じ
よ
う
と
す
る
基
本
的
な
施
策
を
明
ら
か
に
し
た
文
書
を
作
成
す
る
に
は
、
国
土
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
国
土
審
議
会
の
調
査
審
議
等
）

第
十
九
条

国
土
審
議
会
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、
土
地
に
関
す
る
総
合
的
か
つ
基
本
的
な
施
策
に
関
す
る
事
項
及
び
国
土
の
利
用

に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。

２

国
土
審
議
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
関
し
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
及
び
国
土
交
通
大
臣
を
通
じ
て
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、

意
見
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

関
係
行
政
機
関
の
長
は
、
土
地
に
関
す
る
総
合
的
か
つ
基
本
的
な
施
策
に
関
す
る
事
項
で
そ
の
所
掌
に
係
る
も
の
及
び
国
土
の
利
用
に
関
す

る
基
本
的
な
事
項
で
そ
の
所
掌
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
国
土
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

○

地
価
公
示
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）

（
抄
）

（
国
土
審
議
会
の
調
査
審
議
等
）

第
二
十
六
条
の
二

国
土
審
議
会
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。

２

国
土
審
議
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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○
国
土
調
査
促
進
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）

（
抄
）

（
国
土
調
査
事
業
十
箇
年
計
画
）

第
三
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
土
地
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
国
土
の
総
合
的
な
開
発
及
び
そ
の
利
用
の
高
度
化
に
資
す
る
た
め
緊
急
に

国
土
調
査
事
業
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
地
域
に
つ
い
て
、
平
成
十
二
年
度
以
降
の
十
箇
年
間
に
実
施
す
べ
き
国
土
調
査
事
業
に
関
す

る
計
画
（
以
下
「
国
土
調
査
事
業
十
箇
年
計
画
」
と
い
う

）
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

２
～
５

（
略
）

６

前
五
項
の
規
定
は
、
国
土
調
査
事
業
十
箇
年
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
、
第

四
項
及
び
前
項
中
「
内
閣
総
理
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
」
と
、
第
一
項
中
「
土
地
政
策
審
議
会
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
審
議
会
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

○
北
海
道
開
発
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）

（
抄
）

（
国
土
審
議
会
の
調
査
審
議
等
）

第
四
条

国
土
審
議
会
は
、
開
発
計
画
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
、
調
査
審
議
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
国
土
交
通
大
臣
に
建
議
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

国
土
審
議
会
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、
開
発
計
画
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
。

○
水
資
源
開
発
促
進
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
十
七
号
）

（
抄
）

（
水
資
源
開
発
水
系
の
指
定
）
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第
三
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
条
に
規
定
す
る
地
域
に
つ
い
て
広
域
的
な
用
水
対
策
を
緊
急
に
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
そ
の
他
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し
、
か
つ
、
関
係
都
道
府
県
知
事
及
び
国
土
審
議
会
の

意
見
を
聴
い
て
、
当
該
地
域
に
対
す
る
用
水
の
供
給
を
確
保
す
る
た
め
水
資
源
の
総
合
的
な
開
発
及
び
利
用
の
合
理
化
を
促
進
す
る
必
要
が
あ
る

河
川
の
水
系
を
水
資
源
開
発
水
系
と
し
て
指
定
す
る
。

２
～
４

（
略
）

（
水
資
源
開
発
基
本
計
画
）

第
四
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
水
資
源
開
発
水
系
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
そ
の
他
関
係
行

政
機
関
の
長
に
協
議
し
、
か
つ
、
関
係
都
道
府
県
知
事
及
び
国
土
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
水
資
源
開
発
水
系
に
お
け
る
水
資
源
の
総
合

（

「

」

。
）

。

的
な
開
発
及
び
利
用
の
合
理
化
の
基
本
と
な
る
べ
き
水
資
源
開
発
基
本
計
画

以
下

基
本
計
画

と
い
う

を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２
～
４

（
略
）

５

前
四
項
の
規
定
は
、
基
本
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
準
用
す
る
。

６

（
略
）

（
国
土
審
議
会
の
調
査
審
議
等
）

第
六
条

国
土
審
議
会
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、
水
資
源
開
発
水
系
及
び
基
本
計
画
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
。

２

国
土
審
議
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
又
は
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
意
見
を
申
し
出
る
こ
と
が

で
き
る
。

３

関
係
行
政
機
関
の
長
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
、
国
土
審
議
会
の
会
議
に
出
席
し
て
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
七
十
三
号
）

（
抄
）
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（
豪
雪
地
帯
及
び
特
別
豪
雪
地
帯
の
指
定
）

第
二
条

国
土
交
通
大
臣
、
総
務
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
条
に
規
定
す
る
地
域
に
つ
い
て
、
積
雪
の
度
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政

令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
か
つ
、
国
土
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
道
府
県
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
豪
雪
地
帯
と
し
て
指
定
す
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
、
総
務
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
豪
雪
地
帯
の
う
ち
、
積
雪
の
度
が
特
に
高
く
、
か
つ
、
積
雪
に
よ
り
長
期
間

自
動
車
の
交
通
が
途
絶
す
る
等
に
よ
り
住
民
の
生
活
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
地
域
に
つ
い
て
、
国
土
審
議
会
の
議
決
を
経
て
国
土
交
通
大
臣
、

総
務
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
、
豪
雪
地
帯
と
し
て
指
定
さ
れ
た
道
府
県
の
区
域
の
一
部
を
特
別
豪
雪
地
帯
と
し
て
指

定
す
る
。

３

（
略
）

（
豪
雪
地
帯
対
策
基
本
計
画
の
樹
立
）

第
三
条

国
土
交
通
大
臣
、
総
務
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し
、
か
つ
、
関
係
道
府
県
知
事
及
び
国
土
審
議
会

の
意
見
を
聴
い
て

豪
雪
地
帯
に
お
け
る
雪
害
の
防
除
そ
の
他
積
雪
に
よ
り
劣
つ
て
い
る
産
業
等
の
基
礎
条
件
の
改
善
に
関
す
る
施
策

以
下

豪

、

（

「

雪
地
帯
対
策
」
と
い
う

）
の
基
本
と
な
る
べ
き
豪
雪
地
帯
対
策
基
本
計
画
（
以
下
「
基
本
計
画
」
と
い
う

）
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

。

２
・
３

（
略
）

４

前
三
項
の
規
定
は
、
基
本
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
国
土
審
議
会
の
調
査
審
議
等
）

第
五
条

国
土
審
議
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
調
査
審
議
す
る
。

一

豪
雪
地
帯
及
び
特
別
豪
雪
地
帯
の
指
定
に
関
す
る
事
項

二

基
本
計
画
の
作
成
及
び
そ
の
実
施
の
推
進
に
関
す
る
事
項

三

豪
雪
地
帯
に
適
応
す
る
産
業
の
振
興
に
関
す
る
事
項

四

豪
雪
地
帯
に
お
け
る
住
民
の
生
活
文
化
水
準
の
向
上
に
関
す
る
事
項

五

雪
害
及
び
そ
の
対
策
に
関
す
る
試
験
研
究
の
促
進
に
関
す
る
事
項
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六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
豪
雪
地
帯
に
関
す
る
重
要
事
項

２

国
土
審
議
会
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
、
国
土
交
通
大
臣
、
総
務
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
の
諮
問
に
答
申
し
、
か
つ
、
必
要

に
応
じ
、
国
土
交
通
大
臣
、
総
務
大
臣
若
し
く
は
農
林
水
産
大
臣
又
は
こ
れ
ら
の
大
臣
以
外
の
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
意
見
を
申
し
出
る
こ

と
が
で
き
る
。

○
特
殊
土
じ
よ
う
地
帯
災
害
防
除
及
び
振
興
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
九
十
六
号
）
抄

、

、

、

（
特
殊
土
じ
よ
う
地
帯
の
指
定
）

、

、

、

第
二
条

国
土
交
通
大
臣
、
総
務
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
は
、
国
土
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
し
ば
し
ば
台
風
の
来
襲
を
受
け
、
雨
量
が
き

わ
め
て
多
く
、
か
つ
特
殊
土
じ
よ
う
（
シ
ラ
ス
、
ボ
ラ
、
コ
ラ
、
ア
カ
ホ
ヤ
等
特
殊
な
火
山
噴
出
物
及
び
花
こ
う
岩
風
化
土
そ
の
他
特
に
侵
し
よ

、

、

、

く
を
受
け
や
す
い
性
状
の
土
じ
よ
う
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
で
お
お
わ
れ
地
形
上
年
年
災
害
が
生
じ
、
又
は
特
殊
土
じ
よ
う
で
お
お
わ
れ
て
い

。

、

、

、

、

、

、

る
た
め
に
農
業
生
産
力
が
著
し
く
劣
つ
て
い
る
都
道
府
県
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
特
殊
土
じ
よ
う
地
帯
と
し
て
指
定
す
る
。

、

、

、

２

（
略
）

（
特
殊
土
じ
よ
う
地
帯
対
策
事
業
計
画
の
設
定
）

、

、

、

第
三
条

国
土
交
通
大
臣
、
総
務
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
は
、
国
土
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な

特
殊
土
じ
よ
う
地
帯
に
お
け
る
災
害
防
除
及
び
農
地
改
良
に
関
す
る
事
業
計
画
を
定
め
る
。

、

、

、

２

（
略
）

（
国
土
審
議
会
）

第
五
条

国
土
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う

）
は
、
特
殊
土
じ
よ
う
地
帯
に
お
け
る
災
害
防
除
及
び
農
地
改
良
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調

。

、

、

、

査
審
議
す
る
。
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２

審
議
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
き
、
関
係
の
あ
る
行
政
機
関
の
長
又
は
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
意
見
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き

る
。

○
離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）

（
抄
）

（
指
定
）

第
二
条

国
土
交
通
大
臣
、
総
務
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
は
、
国
土
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
と

認
め
る
離
島
の
地
域
の
全
部
又
は
一
部
を
、
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
と
し
て
指
定
す
る
。

２

（
略
）

（
離
島
振
興
基
本
方
針
）

第
三
条

国
土
交
通
大
臣
、
総
務
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
は
、
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
の
振
興
を
図
る
た
め
、
離
島
振
興
基
本
方
針
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

２

離
島
振
興
基
本
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

離
島
の
振
興
の
意
義
及
び
方
向
に
関
す
る
事
項

二

本
土
と
離
島
及
び
離
島
と
離
島
並
び
に
離
島
内
の
交
通
通
信
を
確
保
す
る
た
め
の
航
路
、
航
空
路
、
港
湾
、
空
港
、
道
路
等
の
交
通
施
設
及

び
通
信
施
設
の
整
備
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

三

農
林
水
産
業
、
商
工
業
等
の
産
業
の
振
興
及
び
資
源
開
発
を
促
進
す
る
た
め
の
漁
港
、
林
道
、
農
地
、
電
力
施
設
等
の
整
備
そ
の
他
の
必
要

な
措
置
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

四

生
活
環
境
の
整
備
（
廃
棄
物
の
減
量
そ
の
他
そ
の
適
正
な
処
理
を
含
む
。
以
下
同
じ

）
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

。

五

医
療
の
確
保
等
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

六

高
齢
者
の
福
祉
そ
の
他
の
福
祉
の
増
進
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
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七

教
育
及
び
文
化
の
振
興
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

八

観
光
の
開
発
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

九

国
内
及
び
国
外
の
地
域
と
の
交
流
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

十

水
害
、
風
害
そ
の
他
の
災
害
を
防
除
す
る
た
め
に
必
要
な
国
土
保
全
施
設
等
の
整
備
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

十
一

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
離
島
の
振
興
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

３

国
土
交
通
大
臣
、
総
務
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
は
、
離
島
振
興
基
本
方
針
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
す

る
と
と
も
に
、
国
土
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

５

前
二
項
の
規
定
は
、
離
島
振
興
基
本
方
針
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
国
土
審
議
会
）

第
二
十
一
条

国
土
審
議
会
は
、
離
島
振
興
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。

２

国
土
審
議
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
き
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
意
見
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
六
十
四
号
）

（
抄
）

（
振
興
山
村
の
指
定
）

第
七
条

主
務
大
臣
は
、
都
道
府
県
知
事
の
申
請
に
基
づ
き
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し
、
か
つ
、
国
土
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
山
村

振
興
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
こ
れ
に
基
づ
い
て
そ
の
振
興
を
図
る
こ
と
が
必
要
か
つ
適
当
で
あ
る
山
村
を
振
興
山
村
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２
～
４

（
略
）
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（
国
土
審
議
会
の
調
査
審
議
等
）

第
二
十
二
条

国
土
審
議
会
は
、
主
務
大
臣
又
は
主
務
大
臣
以
外
の
関
係
各
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調

査
審
議
す
る
。

２

国
土
審
議
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
関
し
国
土
交
通
大
臣
、
総
務
大
臣
若
し
く
は
農
林
水
産
大
臣
又
は
こ
れ
ら
の
大
臣
以
外
の
関
係

各
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。


